
関原発第４４９号 

２０２０年１２月４日 

 

 

  原子力規制委員会 殿 

 

 

                                                大阪市北区中之島３丁目６番１６号  

                                                関西電力株式会社          

執行役社長  森 本  孝   

 

大飯発電所原子炉施設保安規定変更認可申請書 

 

 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４３条の３の２４第１項の規定に基

づき、下記のとおり大飯発電所原子炉施設保安規定の変更認可を申請いたします。 

 

記 

 

１． 変更の内容 

昭和52年 8月31日付 52安(原規)第237号をもって認可を受け、 

昭和53年11月13日付 53安(原規)第264号、 昭和54年 5月28日付 54資庁第 7785号、 

昭和54年 6月22日付 54資庁第 8354号、 昭和54年10月31日付 54資庁第13176号、 

昭和55年 5月12日付 54資庁第16381号、 昭和56年 6月19日付 56資庁第 8318号、 

昭和56年 8月20日付 56資庁第10448号、 昭和57年 1月26日付 56資庁第17611号、 

昭和57年 6月22日付 57資庁第10603号、 昭和58年 2月10日付 57資庁第19486号、 

昭和59年 2月28日付 58資庁第19992号、 昭和59年 8月17日付 59資庁第10192号、 

昭和60年 2月21日付 59資庁第17851号、 昭和60年 6月15日付 60資庁第 7137号、 

昭和60年11月 5日付 60資庁第11805号、 昭和61年 6月26日付 61資庁第 8872号、 

昭和63年 2月23日付 62資庁第16337号、 昭和63年 7月14日付 63資庁第 7656号、 

平成元年 3月31日付 元資庁第 3503号、 平成 2年 3月23日付  2資庁第 1878号、 

平成 3年 1月21日付  2資庁第12871号、 平成 3年 3月26日付  3資庁第 2004号、 

平成 3年 5月23日付  3資庁第 5072号、 平成 3年12月13日付  3資庁第13043号、 

平成 4年12月 2日付  4資庁第12579号、 平成 5年 5月31日付  5資庁第 5098号、 

平成 5年 6月25日付  5資庁第 7613号、 平成 6年 3月31日付  6資庁第 1950号、 

平成 6年 6月24日付  6資庁第 7494号、 平成 7年 1月20日付  6資庁第14300号、 

平成 7年 6月12日付  7資庁第 6883号、 平成 7年 9月13日付  7資庁第10107号、 

平成 8年 8月23日付 8資庁第 8448号、 平成 9年 1月31日付  8資庁第12745号、 

平成 9年 8月27日付 平成09･08･07資第 9号、 平成10年 6月25日付 平成10･06･22資第15号、 

平成10年 9月25日付 平成10･08･11資第16号、 平成11年 3月29日付 平成11･01･20資第16号、 

平成11年 9月 1日付 平成11･07･29資第19号、 平成12年 6月26日付 平成12･06･12資第11号、 

平成13年 1月 5日付 平成12･08･31資第10号、 平成13年 1月19日付 平成13･01･19原第15号、 
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平成13年 2月23日付 平成13･02･15原第19号、 平成13年 3月30日付 平成13･03･23原第13号、 

平成13年11月 5日付 平成13･09･28原第77号、 平成14年 3月 8日付 平成14･02･07原第12号、 

平成14年 8月28日付 平成14･07･12原第12号、 平成14年10月22日付 平成14･09･20原第 8号、 

平成15年 6月20日付 平成15･06･09原第19号、 平成15年 9月11日付 平成15・08・28原第10号、 

平成16年 5月13日付 平成15･12･19原第40号、 平成16年 6月16日付 平成16･06･07原第12号、 

平成16年10月 5日付 平成16･08･19原第 2号、 平成17年 4月11日付 平成17･03･17原第10号、 

平成17年 7月20日付 平成17･07･04原第23号、 平成17年10月24日付 平成17･10･03原第12号、 

平成18年 2月22日付 平成18･01･31原第16号、 平成18年 4月21日付 平成18･04･14原第 4号、 

平成18年 9月 8日付 平成18･08･24原第12号、 平成18年10月23日付 平成18･10･02原第21号、 

平成19年 3月15日付 平成19･02･16原第17号、 平成19年 5月30日付 平成19･05･15原第34号、 

平成19年 6月26日付 平成19･06･08原第137号、 平成19年12月13日付 平成19･09･28原第33号、 

平成19年12月13日付 平成19･11･30原第25号、 平成20年 6月18日付 平成20･05･20原第11号、 

平成20年 8月22日付 平成20･07･11原第14号、 平成20年10月 7日付 平成20･09･16原第19号、 

平成20年12月12日付 平成20･10･31原第  3号、 平成21年 3月25日付 平成21･03･03原第24号、 

平成21年11月 4日付 平成21･09･18原第11号、 平成22年 2月10日付 平成22･01･06原第16号、 

平成22年 6月25日付 平成22･06･10原第  3号、 平成22年 9月13日付 平成22･08･04原第 5号、 

平成22年12月13日付 平成22･11･09原第30号、 平成23年 5月 6日付 平成23･04･04原第35号、 

平成23年 5月11日付 平成23･04･20原第  3号、 平成23年 5月31日付 平成23･05･13原第21号、 

平成23年 9月20日付 平成23･07･25原第14号、 平成24年 9月 6日付 20l208l5原第22号、 

平成25年 3月25日付 原管P収第121221003号、 平成26年 6月 9日付 原規規発第1406095号、 

平成27年 6月12日付 原規規発第1506127号、 平成27年 9月18日付 原規規発第1509183号、 

平成28年 1月20日付 原規規発第1601201号、 平成28年 3月24日付 原規規発第16032411号、 

平成28年10月26日付 原規規発第1610267号、 平成29年 6月26日付 原規規発第1706266号、 

平成29年 9月 1日付 原規規発第1709014号、 平成30年 6月26日付 原規規発第1806268号、 

平成30年12月17日付 原規規発第1812177号、 平成31年 2月13日付 原規規発第1902132号、 

令和元年 6月25日付 原規規発第1906255号、 令和元年 9月 3日付 原規規発第1909033号、 

令和元年12月11日付 原規規発第1912116号、 令和 2年 2月21日付 原規規発第2002212号、 

令和 2年 5月26日付 原規規発第2005263号、 令和 2年 6月 3日付 原規規発第2006033号、 

令和 2年 6月11日付 原規規発第2006113号及び 令和 2年 6月19日付 原規規発第2006194号 

で変更認可を受けた大飯発電所原子炉施設保安規定の記述を、別添の大飯発電所原子炉施設

保安規定変更前後比較表の変更後欄のとおり変更する（ただし、変更箇所を示す記載は含ま

ない）。 

 

２．変更の理由 

（１）環境放射能用計測器（積算線量計測定装置）の設備更新に伴う変更 

周辺監視区域境界付近の空気吸収線量を測定している熱蛍光線量計の製造中止に伴い、

メンテナンス性向上等の観点から積算線量計に設備更新する。 

これに対応するため、環境放射能用計測器に係る記載について、保安規定への反映を行う。 

（２）モニタリングポスト、モニタリングステーション及びモニタポイントの設備更新に伴う変

更 

大飯発電所のモニタリングポスト、モニタリングステーション及びモニタポイントの設

備更新に伴い、移設を実施する。その際、現行設備の近傍に移設することを基本とするが、
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Ｎｏ．５モニタリングポスト及びモニタリングステーションについては、設備設置場所の

作業性やアクセス性向上を考慮した場所に移設するため、関連する記載を変更する。 

また、空気吸収線量を測定している積算線量計を設置するモニタポイントについては、

現行のモニタリングステーションの近傍に設置されていることから、モニタリングステー

ションの設備更新に合わせて移設を行う。 

（３）記載の適正化 

第１０５条の２及び第１７０条の２（放射性固体廃棄物の管理）並びに第１０５条の４

及び第１７２条（事故由来放射性物質の降下物の影響確認）について、記載を適正化する。 

 

３．施行期日 

（１）この規定は、原子力規制委員会の認可を受けた日より起算し、１０日を超えない範囲で施行

する。 

（２）この通達のうち、次の各号に示す規定については、原子力規制委員会による認可の後、  

２０２１年４月１日から施行することとし、それまでの間、なお、従前の例による。 

・第１１９条（外部放射線に係る線量当量率等の測定）図１１９に示す空気吸収線量（積算

線量計）の位置および凡例のうち、空気吸収線量（積算線量計） 

・第１２０条（放射線計測器類の管理）表１２０のうち、環境放射能用計測器の積算線量計

一式 

・第１８６条（外部放射線に係る線量当量率等の測定）図１８６に示す空気吸収線量（積算

線量計）の位置および凡例のうち、空気吸収線量（積算線量計） 

・第１８７条（放射線計測器類の管理）表１８７のうち、環境放射能用計測器の積算線量計

一式 

（３）この通達のうち、次の各号に示す規定については、原子力規制委員会による認可の後、  

モニタリングポストおよびモニタリングステーション移設に伴う設置確認に係る検査後か

ら施行することとし、それまでの間、なお、従前の例による。 

・第１１９条（外部放射線に係る線量当量率等の測定）図１１９に示すＮｏ．５モニタリン

グポストおよびモニタリングステーションの位置 

・第１８６条（外部放射線に係る線量当量率等の測定）図１８６に示すＮｏ．５モニタリン

グポストおよびモニタリングステーションの位置 

 

以 上 
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別 添 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大飯発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 
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大
飯

発
電
所

原
子
炉
施
設

保
安
規

定
変
更
前
後

比
較
表

（
第
 
 
次

改
正
）
 

変
更

前
 

変
更

後
 

理
 

由
 

（
放
射

性
固

体
廃

棄
物

の
管

理
）
 

第
１
０

５
条

の
２
 
各
課
（

室
）
長
は

、
次

に
定
め
る

放
射
性

固
体

廃
棄

物
等

の
種
類
に

応
じ
て

、
そ

れ
ぞ
れ
定

め
ら

れ
た

処
理

を
施

し
た
上
で

、
当
該

の
廃
棄

施
設

等
に

貯
蔵

※
１
ま

た
は

保
管

す
る
。
 

（
中
略

）
 

５
．
各
課
（
室

）
長
は
、
管

理
区

域
外

に
放
射
性

固
体
廃

棄
物

を
運

搬
す

る
場

合
は
、
次

の
措

置
を

講
じ
、
運

搬
前
に

こ
れ

ら
の

措
置

の
実
施
状

況
を
確

認
す
る

。
 

(
1
)
 法

令
に
適
合

す
る

容
器

に
封

入
し

て
運
搬
す

る
こ
と

。
た
だ

し
、
放

射
性
固

体
廃
棄

物
の
放

射
能

濃
度

が
法
令

に
定
め

る
限

度
を

超
え

な
い

場
合

で
あ
っ

て
、
法

令
に
定

め
る
障

害
防

止
の

措
置

を
講

じ
た

場
合

は
、
こ

の
限
り

で
な
い

。
 

(
2
)
 
容

器
等

の
車
両

へ
の

積
付

け
に
際

し
、

運
搬

中
に
移

動
、

転
倒
ま

た
は

転
落

を
防
止

す
る

措
置

を
講
じ

る
こ

と
。
 

(
3
)
 法

令
に
定
め

る
危

険
物

と
混

載
し

な
い
こ
と

。
 

(
4
)
 容

器
等
の
適

当
な

箇
所

に
法

令
に

定
め
る
標

識
を
付

け
る
こ

と
。
 

(
5
)
 
運

搬
経

路
に
標

識
を

設
け

る
こ
と

等
の

方
法

に
よ
り

、
関

係
者
以

外
の

者
お

よ
び
他

の
車

両
の

立
入
り

を
制

限
す
る

と
と

も
に

、
必

要
な

箇
所

に
見
張

人
を
配

置
す

る
こ

と
。
 

(
6
)
 車

両
を
徐
行

さ
せ

る
こ

と
。
 

(
7
)
 核

燃
料
物
質

等
の

取
扱

い
に

関
し
、
相

当
の

知
識

お
よ
び
経

験
を
有

す
る
者

を
同

行
さ

せ
、
保
安

の
た

め
に
必

要
な
監

督
を

行
わ

せ
る

こ
と

。
 

６
．
放

射
線
管

理
課

長
は
、
第

５
項

の
運

搬
に
お

い
て
、
運

搬
前

に
容

器
等

の
線

量
当

量
率
が
法

令
に
定

め
る

値
を
超

え
て

い
な

い
こ

と
、
お

よ
び

容
器

等
の
表

面
汚
染

密
度
が

法
令

に
定

め
る

表
面

密
度

限
度

の
１
０

分
の
１

を
超
え

て

い
な

い
こ

と
を

確
認
す
る
。
た

だ
し
、
第
１

１
１
条

第
１
項
（
１
）
に

定
め

る
区
域

か
ら
運

搬
す

る
場
合

は
、
表
面

汚
染

密
度

に
つ

い
て
の
確

認
を
省

略
で
き

る
。
 

７
．
放
射
線

管
理

課
長

は
、
各
課
（

室
）
長

が
管

理
区

域
内

で
第

１
１

１
条
第
１

項
（
１
）
に
定

め
る

区
域

に
放
射
性

固
体

廃
棄

物
を

移
動
す
る

場
合
は

、
容

器
等

の
表
面
汚

染
密
度

が
法

令
に

定
め

る
表

面
密

度
限
度

の
１
０

分
の
１

を

超
え

て
い

な
い

こ
と
を
確

認
す
る

。
 

８
．
放

射
線

管
理

課
長

は
、

放
射

性
固
体

廃
棄
物

を
発

電
所

外
に

廃
棄

す
る

場
合

は
、
次

の
事
項

を
実
施

す
る

。
 

(1
)
 
埋
設

す
る
放

射
性

固
体
廃

棄
物

に
関

す
る
記

録
を

作
成

し
、
発

電
所

外
の
廃

棄
に

関
す

る
措
置

の
実

施
状

況

を
確
認
す

る
。
 

(2
)
 発

電
所
外
の

廃
棄
施

設
の
廃

棄
事

業
者

へ
埋

設
す

る
放
射
性

固
体
廃

棄
物
に

関
す

る
記

録
を

引
き

渡
す

。
 

(3
)放

射
性

固
体

廃
棄

物
を
発
電

所
外
に

廃
棄
す

る
に

あ
た

っ
て

、
所

長
の
承
認

を
得
る

。
 

９
．
放

射
線

管
理

課
長

は
、

発
電

所
外
に

放
射
性

固
体

廃
棄

物
を

運
搬

す
る

場
合

は
、
所

長
の
承

認
を
得

る
。
 

１
０
．

放
射

線
管

理
課

長
は

、
運

搬
前
に

次
の
事

項
を

確
認

す
る

。
 

(1
)
 法

令
に
適
合

す
る

容
器

に
封

入
さ

れ
て

い
る

こ
と
。
 

(2
)
 法

令
に
定
め

る
書

類
お

よ
び

物
品

以
外

の
も

の
が
収

納
さ
れ

て
い
な

い
こ

と
。
 

１
１
．

放
射

線
管

理
課

長
は

、
運

搬
前
に

容
器
等

の
線

量
当

量
率

が
法

令
に

定
め

る
値
を

超
え
て

い
な
い

こ
と

、
お

よ
び

容
器

等
の

表
面

汚
染

密
度
が

法
令
に

定
め

る
表

面
密

度
限

度
を

超
え

て
い
な

い
こ
と

を
確
認

す
る

。
た
だ

し
、

第
１

１
１

条
第

１
項

（
１
）

に
定
め

る
区

域
か

ら
運

搬
す

る
場

合
は

、
表
面

密
度
限

度
に
つ

い
て

の
確

認
を

省
略

で
き

る
。
 

 ※
１
：

貯
蔵

と
は

、
保

管
の

前
段

階
の
も

の
で
、

廃
棄

と
は

異
な

る
も

の
を

い
う

（
以
下

、
本
条

に
お
い

て
同

じ
）。

 

※
２
：

３
、

４
号

炉
原

子
炉

補
助

建
屋
内

（
１
号

炉
、

２
号

炉
、

３
号

炉
お

よ
び

４
号
炉

）
。
 

  

（
放

射
性

固
体

廃
棄
物
の

管
理
）
 

第
１

０
５

条
の

２
 
各
課
（

室
）
長
は

、
次
に

定
め
る

放
射

性
固

体
廃

棄
物
等
の

種
類
に

応
じ

て
、
そ

れ
ぞ
れ

定
め
ら

れ
た
処
理

を
施
し

た
上
で

、
当

該
の

廃
棄

施
設

等
に

貯
蔵

※
１
ま
た

は
保
管

す
る

。
 

（
中
略
）
 

５
．
各
課
（

室
）
長
は

、
管
理
区

域
外
に

放
射
性

固
体

廃
棄

物
を

運
搬

す
る

場
合

は
、
次

の
措

置
を

講
じ
、
運

搬
前
に

こ
れ
ら
の

措
置
の

実
施
状

況
を

確
認

す
る

。
 

(
1
)
 法

令
に

適
合

す
る

容
器

に
封

入
し
て

運
搬
す

る
こ

と
。
た
だ

し
、
放
射
性

固
体
廃

棄
物

の
放

射
能

濃
度

が
法
令

に
定

め
る

限
度

を
超
え
な

い
場
合

で
あ

っ
て
、
法
令
に

定
め

る
障

害
防

止
の

措
置

を
講
じ

た
場
合

は
、
こ

の
限
り

で
な

い
。
 

(
2
) 

容
器

等
の

車
両

へ
の

積
付
け

に
際

し
、
運

搬
中

に
移

動
、
転

倒
ま

た
は
転

落
を

防
止

す
る
措

置
を

講
じ

る
こ

と
。
 

(
3
)
 法

令
に

定
め

る
危

険
物

と
混

載
し
な

い
こ
と

。
 

(
4
)
 容

器
等

の
適

当
な

箇
所

に
法

令
に
定

め
る
標

識
を

付
け

る
こ

と
。
 

(
5
) 

運
搬

経
路

に
標

識
を

設
け
る

こ
と

等
の
方

法
に

よ
り

、
関
係

者
以

外
の
者

お
よ

び
他

の
車
両

の
立

入
り

を
制

限
す

る
と

と
も

に
、
必
要

な
箇
所

に
見

張
人

を
配

置
す

る
こ

と
。
 

(
6
)
 車

両
を

徐
行

さ
せ

る
こ

と
。
 

(
7
)
 核

燃
料

物
質

等
の

取
扱

い
に

関
し
、
相

当
の

知
識

お
よ
び
経

験
を

有
す

る
者

を
同

行
さ

せ
、
保

安
の

た
め

に
必

要
な

監
督

を
行

わ
せ
る
こ

と
。
 

６
．
放
射
線

管
理
課

長
は
、
第
５

項
の
運

搬
に
お

い
て
、
運

搬
前

に
容

器
等
の
線

量
当
量

率
が
法

令
に

定
め

る
値

を
超

え
て
い
な

い
こ
と
、
お

よ
び

容
器

等
の

表
面

汚
染

密
度

が
法
令
に

定
め
る

表
面
密

度
限

度
の

１
０

分
の

１
を

超
え
て

い
な
い
こ

と
を
確

認
す

る
。
た

だ
し
、
第

１
１

１
条

第
１
項
（
１
）
に
定

め
る

区
域

か
ら

運
搬

す
る

場
合

は
、
表
面

汚
染
密
度

に
つ
い

て
の
確

認
を

省
略

で
き

る
。
 

７
．
放
射

線
管

理
課

長
は
、
各
課
（

室
）
長

が
管

理
区
域
内

で
第

１
１
１

条
第
１

項
（
１
）
に

定
め

る
区

域
に

放
射
性

固
体
廃
棄

物
を
移

動
す
る

場
合

は
、
容

器
等

の
表
面

汚
染
密

度
が

法
令
に

定
め
る

表
面

密
度

限
度

の
１

０
分

の
１
を

超
え
て
い

な
い
こ

と
を
確

認
す

る
。
 

８
．

放
射

線
管

理
課
長
は

、
放
射

性
固
体

廃
棄

物
を

発
電

所
外

に
廃

棄
す

る
場
合

は
、
次

の
事

項
を

実
施

す
る
。
 

(
1
)
 
埋

設
す

る
放
射

性
固

体
廃

棄
物
に

関
す

る
記

録
を
作

成
し

、
発
電

所
外

の
廃

棄
に
関

す
る

措
置

の
実
施

状
況

を
確
認

す
る

。
 

(
2
)
 発

電
所
外
の

廃
棄

施
設

の
廃

棄
事

業
者
へ
埋

設
す
る

放
射
性

固
体

廃
棄

物
に

関
す

る
記

録
を

引
き
渡

す
。
 

(
3
)放

射
性

固
体

廃
棄

物
を
発

電
所

外
に

廃
棄

す
る

に
あ

た
っ
て

、
所
長

の
承
認

を
得

る
。
 

９
．

放
射

線
管

理
課
長
は

、
発
電

所
外
に

放
射

性
固

体
廃

棄
物

を
運

搬
す

る
場
合

は
、
所

長
の

承
認

を
得

る
。
 

１
０

．
放

射
線

管
理
課
長

は
、
運

搬
前
に

次
の

事
項

を
確

認
す

る
。
 

(
1
)
 法

令
に

適
合

す
る

容
器

に
封

入
さ
れ

て
い
る

こ
と

。
 

(
2
)
 法

令
に

定
め

る
書

類
お

よ
び

物
品
以

外
の
も

の
が
収

納
さ

れ
て

い
な

い
こ

と
。
 

１
１

．
放

射
線

管
理
課
長

は
、
運

搬
前
に

容
器

等
の

線
量

当
量

率
が

法
令

に
定
め

る
値
を

超
え

て
い

な
い

こ
と

、
お

よ
び

容
器

等
の
表

面
汚
染

密
度
が

法
令

に
定

め
る

表
面

密
度
限
度

を
超
え

て
い
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

。
た
だ

し
、

第
１

１
１
条

第
１
項

（
１
）

に
定

め
る

区
域

か
ら

運
搬
す
る

場
合
は

、
表
面

汚
染

密
度

に
つ

い
て

の
確

認
を

省
略

で
き

る
。
 

 ※
１

：
貯

蔵
と

は
、
保
管

の
前
段

階
の
も

の
で

、
廃

棄
と

は
異

な
る

も
の

を
い
う

（
以
下

、
本

条
に

お
い

て
同

じ
）。

 

※
２

：
３

、
４

号
炉
原
子

炉
補
助

建
屋
内

（
１

号
炉

、
２

号
炉

、
３

号
炉

お
よ
び

４
号
炉

）
。
 

 

 

                           記
載
の
適

正
化
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大
飯

発
電
所

原
子
炉
施
設

保
安
規

定
変
更
前
後

比
較
表

（
第
 
 
次

改
正
）
 

変
更

前
 

変
更

後
 

理
 

由
 

（
事
故

由
来

放
射

性
物

質
の

降
下

物
の
影

響
確
認

）
 

第
１
０

５
条

の
４
 
放

射
線

管
理

課
長
は

、
原

子
炉

等
規

制
法

お
よ

び
電

気
事

業
法
に
基

づ
く
工

事
計
画
（
変

更
）
認

可
申

請
書

に
記

載
さ
れ

て
い

る
設

備
・

機
器
等

（
以

下
、

本
条

に
お

い
て

「
設

備
・
機

器
等

」
と

い
う
。
）

に
つ
い

て
、
東

京
電
力

株
式

会
社
福

島
第

一
原

子
力

発
電

所
事

故
由

来
の

放
射
性

物
質
の

降
下
物
（

以
下
、
本

条
に
お

い
て

「
降

下
物

」
と

い
う
。
）

の
影

響
の

有
無

を
確

認
す

る
場

合
は
、

適
切

な
測

定
方

法
に

よ
り

、
降
下

物
の

分
布

調
査

を
行

う
。
 

２
．
各
課
（
室

）
長
は
、
第

１
項

の
確

認
の
結
果
、
理
論
検

出
限

界
曲
線

の
検
出

限
界

値
未

満
で

な
か

っ
た

場
合
、
設

備
・
機

器
等

を
廃
棄
ま

た
は
資

源
と

し
て

有
効

利
用

し
よ

う
と
す

る
際
に

は
、
降

下
物

に
よ
り
汚

染
さ
れ

た
も
の

と

し
て

発
電

所
内

で
適
切
に

管
理
す

る
。
 

                         

 

（
事

故
由

来
放

射
性
物
質

の
降
下

物
の
影

響
確

認
）
 

第
１

０
５

条
の

４
 
放
射

線
管
理

課
長

は
、
原

子
炉

等
規

制
法

お
よ

び
電

気
事
業

法
に
基

づ
く
設

計
お

よ
び

工
事

計
画

（
変
更
）
認

可
申

請
書

に
記

載
さ

れ
て

い
る
設
備
・
機

器
等
（

以
下
、
本

条
に

お
い
て
「
設
備
・
機

器
等
」
と

い
う
。）

に
つ
い
て
、
東

京
電

力
株

式
会

社
福

島
第

一
原

子
力
発
電

所
事
故

由
来
の

放
射

性
物

質
の

降
下
物
（

以
下
、
本

条
に

お
い

て
「

降
下

物
」

と
い

う
。）

の
影

響
の

有
無

を
確

認
す

る
場
合

は
、

適
切

な
測
定

方
法

に
よ

り
、

降
下
物

の
分

布
調
査
を

行
う
。
 

２
．
各
課
（

室
）
長
は

、
第
１
項

の
確
認

の
結
果

、
理
論

検
出
限

界
曲
線

の
検

出
限

界
値

未
満

で
な

か
っ

た
場
合

、
設

備
・
機

器
等
を

廃
棄
ま

た
は

資
源

と
し

て
有
効
利

用
し
よ

う
と

す
る

際
に

は
、
降

下
物

に
よ
り
汚

染
さ

れ
た

も
の
と

し
て
発
電

所
内
で

適
切
に

管
理

す
る

。
 

 

 

 記
載

の
適

正
化
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大
飯

発
電
所

原
子
炉
施

設
保
安
規

定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次

改
正
）
 

変  更  前 

（
外

部
放

射
線
に

係
る
線

量
当
量

率
等
の

測
定

）
 

第
１

１
９

条
 
放

射
線
管

理
課
長

は
、
管
理

区
域
内

、
周
辺

監
視

区
域
境

界
付
近
（

測
定
場

所
は

図
１
１

９
に
定

め
る

。）
に
お

い
て
、
表

１
１
９

－
１
お

よ
び

表
１
１

９
－
３

（
第

１
１

１
条
第

１
項
（

２
）
の

区
域
内

に
設
定

し
た
汚

染
の
お

そ
れ
の

な
い
管

理
区
域

内
に
限

る
）
に

定
め
る

外
部
放

射
線
に

係
る
線

量
当
量

率
等
の

項
目
に

つ
い
て

、

同
表

に
定

め
る
頻

度
で
測

定
す
る

。
た
だ

し
、
人

の
立
ち

入
れ
な

い
措
置

を
講
じ

た
管
理

区
域
に

つ
い
て

は
、
こ

の
限
り

で
な
い

。
 

（
中

略
）
 

 

変  更  後 

（
外

部
放

射
線
に

係
る
線

量
当
量

率
等
の

測
定

）
 

第
１

１
９

条
 
放

射
線
管

理
課
長

は
、
管
理

区
域
内

、
周
辺

監
視

区
域
境

界
付
近
（

測
定
場

所
は

図
１
１

９
に
定

め
る

。）
に
お

い
て
、
表

１
１
９

－
１
お

よ
び

表
１
１

９
－
３

（
第

１
１

１
条
第

１
項
（

２
）
の

区
域
内

に
設
定

し
た
汚

染
の
お

そ
れ
の

な
い
管

理
区
域

内
に
限

る
）
に

定
め
る

外
部
放

射
線
に

係
る
線

量
当
量

率
等
の

項
目
に

つ
い
て

、

同
表

に
定

め
る
頻

度
で
測

定
す
る

。
た
だ

し
、
人

の
立
ち

入
れ
な

い
措
置

を
講
じ

た
管
理

区
域
に

つ
い
て

は
、
こ

の
限
り

で
な
い

。
 

（
中

略
）
 

 

理 由 

・
モ

ニ
タ

リ
ン
グ

ポ
ス
ト

、
モ
ニ

タ
リ
ン

グ
ス
テ

ー
シ
ョ

ン
及
び

モ
ニ
タ

ポ
イ
ン

ト
の
設

備
更
新

に
伴
う

変
更
 

・
環

境
放

射
能
用

計
測
器

（
積
算

線
量
計

測
定
装

置
）
の

設
備
更

新
に
伴

う
変

更
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大
飯

発
電
所

原
子
炉
施
設

保
安
規

定
変
更
前
後

比
較
表

（
第
 
 
次

改
正
）
 

変
更

前
 

変
更

後
 

理
 

由
 

（
放
射

線
計

測
器

類
の

管
理

）
 

第
 １

２
０
 条

 
放

射
線

管
理

課
長
お
よ

び
計
装

保
修

課
長

は
、

表
１

２
０

に
定

め
る
放

射
線
計

測
器
類

に
つ

い
て
、

同
表

に
定

め
る

数
量
を
確

保
す
る
。
ま

た
、
定

期
的

に
点

検
を
実

施
し
、
機

能
維

持
を
図
る
。
た

だ
し
、
故

障
等
に

よ
り

使
用

不
能

と
な
っ
た

場
合
は

、
修
理

ま
た

は
代

替
品

を
補

充
す

る
。
 

２
．
環

境
モ
ニ

タ
リ

ン
グ
セ

ン
タ

ー
所
長

は
、
表

１
２

０
に

定
め

る
放

射
線
計
測

器
類
に

つ
い
て

、
同

表
に
定

め
る
数

量
を

確
保

す
る
。
ま

た
、
定
期
的

に
点

検
を

実
施

し
、
機
能

維
持

を
図

る
。
た
だ
し
、
故

障
等
に

よ
り
使

用
不
能

と

な
っ

た
場

合
は

、
修
理
ま

た
は
代

替
品
を

補
充

す
る

。
 

 表
１
２

０
 

分
 

 
類
 

計
測

器
種

類
 

担
 

 
当
 

数
量
 

被
ば

く
管

理
用

計
測
器
 

ホ
ー
ル

ボ
デ

ィ
カ

ウ
ン
タ
 

放
射
線
管

理
課

長
 

１
台

※
２
 

放
射

線
管

理
用

計
測
器

※
１
 

線
量
当

量
率

測
定

用
 

サ
ー
ベ

イ
メ

ー
タ
 

放
射
線
管

理
課

長
 

５
台

※
２
 

汚
染
密

度
測

定
用
 

サ
ー
ベ

イ
メ

ー
タ
 

４
台

※
２
 

退
出
モ

ニ
タ
 

1
台
 

試
料
放

射
能
 

測
定
装

置
 

３
台

※
２
※

３
 

積
算
線

量
計
 

１
式

※
２
 

放
射

線
監

視
用

計
測
器

※
１
 

モ
ニ
タ

リ
ン

グ
ポ

ス
ト
 

放
射
線
管

理
課

長
 

５
台

※
２
 

モ
ニ
タ

リ
ン

グ
ス

テ
－

シ
ョ

ン
 

１
台

※
２
 

エ
リ
ア

モ
ニ

タ
 

計
装
保
修

課
長
 

１
８
台

※
4  

環
境

放
射

能
用

計
測
器
 

試
料
放

射
能
 

測
定
装

置
 

環
境
モ
ニ

タ
リ
ン

グ

セ
ン
タ
ー

所
長
 

１
台

※
5  

積
算
線

量
計
 

測
定
装

置
 

１
台

※
5  

※
１
：

重
大

事
故

等
対

処
設

備
は

「
９
０

－
１
８

－
１
 
監

視
測

定
設

備
」

に
お

い
て
管

理
す
る

。
 

※
２
：

１
号

、
２

号
、

３
号

お
よ

び
４
号

炉
共
用
 

※
３
：

１
台

は
表

１
０

８
の

試
料

放
射
能

測
定
装

置
と

共
用
 

※
４
：

管
理

区
域

外
測

定
用

の
２

台
を
含

む
。
 

※
５
：

環
境

放
射

能
用

計
測

器
は

、
美
浜

発
電
所

、
高

浜
発

電
所

と
共
用
 

 

（
放

射
線

計
測

器
類
の
管

理
）
 

第
 １

２
０

 条
 
放
射
線

管
理
課

長
お
よ

び
計

装
保

修
課

長
は

、
表

１
２

０
に
定

め
る
放

射
線

計
測

器
類

に
つ

い
て
、

同
表
に
定

め
る
数

量
を
確

保
す

る
。
ま
た
、
定

期
的

に
点

検
を

実
施

し
、
機

能
維

持
を

図
る
。
た

だ
し
、
故

障
等
に

よ
り
使
用

不
能
と

な
っ
た

場
合

は
、

修
理

ま
た

は
代

替
品

を
補
充

す
る

。
 

２
．
環
境
モ

ニ
タ
リ

ン
グ
セ

ン
タ

ー
所

長
は
、
表

１
２
０
に

定
め

る
放
射

線
計
測

器
類

に
つ

い
て
、
同
表
に

定
め
る

数

量
を
確
保

す
る
。
ま

た
、
定

期
的

に
点
検

を
実
施

し
、
機
能

維
持

を
図
る
。
た

だ
し
、
故
障

等
に

よ
り
使

用
不
能

と

な
っ
た
場

合
は
、

修
理
ま

た
は

代
替

品
を

補
充

す
る

。
 

 表
１

２
０
 

分
 

 
類
 

計
測
器
種

類
 

担
 
 
当
 

数
量
 

被
ば

く
管

理
用

計
測

器
 

ホ
ー

ル
ボ

デ
ィ

カ
ウ
ン
タ
 

放
射

線
管

理
課
長
 

１
台

※
２
 

放
射

線
管

理
用

計
測
器

※
１
 

線
量

当
量

率
測

定
用
 

サ
ー

ベ
イ

メ
ー
タ
 

放
射

線
管

理
課
長
 

５
台

※
２
 

汚
染

密
度

測
定
用
 

サ
ー

ベ
イ

メ
ー
タ
 

４
台

※
２
 

退
出

モ
ニ

タ
 

1
台
 

試
料

放
射

能
 

測
定

装
置
 

３
台

※
２

※
３
 

積
算

線
量

計
 

１
式

※
２
 

放
射

線
監

視
用

計
測
器

※
１
 

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

ポ
ス
ト
 

放
射

線
管

理
課
長
 

５
台

※
２
 

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

ス
テ
－
シ

ョ
ン
 

１
台

※
２
 

エ
リ

ア
モ

ニ
タ
 

計
装

保
修

課
長
 

１
８
台

※
4  

環
境

放
射

能
用

計
測

器
 

試
料

放
射

能
 

測
定

装
置
 

環
境
モ
ニ

タ
リ

ン
グ

セ
ン

タ
ー

所
長
 

１
台

※
5  

積
算

線
量

計
 

＿
＿

＿
＿
 

１
式
 

※
１

：
重

大
事

故
等
対
処

設
備
は

「
９
０

－
１

８
－

１
 
監

視
測

定
設

備
」
に
お

い
て
管

理
す

る
。
 

※
２

：
１

号
、

２
号
、
３

号
お
よ

び
４
号

炉
共

用
 

※
３

：
１

台
は

表
１
０
８

の
試
料

放
射
能

測
定

装
置

と
共

用
 

※
４

：
管

理
区

域
外
測
定

用
の
２

台
を
含

む
。
 

※
５

：
美

浜
発

電
所
、
高

浜
発
電

所
と
共

用
 

 

                    環
境

放
射

能
用

計
測

器
（

積
算
線

量
計

測
定

装
置

）
の

設
備

更
新

に
伴
う

変
更
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大
飯

発
電
所

原
子
炉
施
設

保
安
規

定
変
更
前
後

比
較
表

（
第
 
 
次

改
正
）
 

変
更

前
 

変
更

後
 

理
 

由
 

（
放

射
性

固
体

廃
棄

物
の
管

理
）

 

第
１

７
０

条
の

２
 

各
課

（
室

）
長

は
、

次
に
定

め
る

放
射

性
固

体
廃

棄
物

等
の

種
類

に
応

じ
て

、
そ

れ
ぞ
れ

定

め
ら

れ
た

処
理
を

施
し

た
上

で
、
当

該
の

廃
棄

施
設

等
に

貯
蔵

※
１

ま
た

は
保

管
す

る
。
 

（
中

略
）

 

５
．

各
課

（
室

）
長

は
、
管

理
区

域
外

に
放

射
性

固
体

廃
棄

物
を

運
搬

す
る

場
合

は
、

次
の

措
置

を
講

じ
、
運

搬

前
に

こ
れ

ら
の
措

置
の

実
施

状
況
を

確
認

す
る

。
 

(
1
)
 
法

令
に

適
合

す
る

容
器

に
封

入
し

て
運

搬
す

る
こ

と
。

た
だ

し
、

放
射

性
固

体
廃

棄
物

の
放

射
能

濃
度
が

法
令

に
定

め
る

限
度

を
超
え

な
い

場
合

で
あ

っ
て

、
法

令
に

定
め

る
障

害
防

止
の

措
置

を
講

じ
た

場
合

は
、
こ

の
限

り
で

な
い

。
 

(
2
)
 
容

器
等

の
車

両
へ

の
積

付
け

に
際

し
、

運
搬

中
に

移
動

、
転

倒
ま

た
は

転
落

を
防

止
す

る
措

置
を

講
じ
る

こ
と

。
 

(
3
)
 
法

令
に

定
め

る
危

険
物

と
混

載
し

な
い

こ
と

。
 

(
4
)
 
容

器
等

の
適

当
な

箇
所

に
法

令
に

定
め

る
標

識
を

付
け

る
こ

と
。

 

(
5
)
 
運

搬
経

路
に

標
識

を
設

け
る

こ
と

等
の

方
法

に
よ

り
、

関
係

者
以

外
の

者
お

よ
び

他
の

車
両

の
立

入
り
を

制
限

す
る

と
と

も
に

、
必
要

な
箇

所
に

見
張

人
を

配
置

す
る

こ
と

。
 

(
6
)
 
車

両
を

徐
行

さ
せ

る
こ

と
。

 

(
7
)
 
核

燃
料

物
質

等
の

取
扱

い
に

関
し

、
相

当
の

知
識

お
よ

び
経

験
を

有
す

る
者

を
同

行
さ

せ
、

保
安

の
た
め

に
必

要
な

監
督

を
行

わ
せ
る

こ
と

。
 

６
．

放
射

線
管

理
課

長
は
、

第
５

項
の

運
搬

に
お

い
て

、
運

搬
前

に
容

器
等

の
線

量
当

量
率

が
法

令
に

定
め
る

値

を
超

え
て

い
な
い

こ
と

、
お

よ
び
容

器
等

の
表

面
汚

染
密

度
が

法
令

に
定

め
る

表
面

密
度

限
度

の
１

０
分

の
１

を
超

え
て

い
な
い

こ
と

を
確

認
す
る

。
た

だ
し

、
第

１
７

８
条

第
１

項
（

１
）

に
定

め
る

区
域

か
ら

運
搬

す
る

場
合

は
、

表
面
汚

染
密

度
に

つ
い
て

の
確

認
を

省
略

で
き

る
。

 

７
．

放
射

線
管

理
課

長
は
、

各
課

（
室

）
長

が
管

理
区

域
内

で
第

１
７

８
条

第
１

項
（

１
）

に
定

め
る

区
域
に

放

射
性

固
体

廃
棄
物

を
移

動
す

る
場
合

は
、

容
器

等
の

表
面

汚
染

密
度

が
法

令
に

定
め

る
表

面
密

度
限

度
の

１
０

分
の

１
を

超
え
て

い
な

い
こ

と
を
確

認
す

る
。
 

８
．

放
射

線
管

理
課

長
は
、

放
射

性
固

体
廃

棄
物

を
発

電
所

外
に

廃
棄

す
る

場
合

は
、

次
の

事
項

を
実

施
す
る

。
 

(
1
)
 
埋

設
す

る
放

射
性

固
体

廃
棄

物
に

関
す

る
記

録
を

作
成

し
、

発
電

所
外

の
廃

棄
に

関
す

る
措

置
の

実
施
状

況
を

確
認

す
る

。
 

(
2
)
 
発

電
所

外
の

廃
棄

施
設

の
廃

棄
事

業
者

へ
埋

設
す

る
放

射
性

固
体

廃
棄

物
に

関
す

る
記

録
を

引
き

渡
す

。
 

(
3
)
 
放

射
性

固
体

廃
棄

物
を

発
電

所
外

に
廃

棄
す

る
に

あ
た

っ
て

、
所

長
の

承
認

を
得

る
。

 

９
．

放
射

線
管

理
課

長
は
、

発
電

所
外

に
放

射
性

固
体

廃
棄

物
を

運
搬

す
る

場
合

は
、

所
長

の
承

認
を

得
る
。

 

１
０

．
放

射
線

管
理

課
長
は

、
運

搬
前

に
次

の
事

項
を

確
認

す
る

。
 

(
1
)
 
法

令
に

適
合

す
る

容
器

に
封

入
さ

れ
て

い
る

こ
と

。
 

(
2
)
 
法

令
に

定
め

る
書

類
お

よ
び

物
品

以
外

の
も

の
が

収
納

さ
れ

て
い

な
い

こ
と

。
 

１
１

．
放

射
線

管
理

課
長
は

、
運

搬
前

に
容

器
等

の
線

量
当

量
率

が
法

令
に

定
め

る
値

を
超

え
て

い
な

い
こ
と

、

お
よ

び
容

器
等
の

表
面

汚
染

密
度
が

法
令

に
定

め
る

表
面

密
度

限
度

を
超

え
て

い
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

。
た

だ
し

、
第

１
７
８

条
第

１
項

（
１
）

に
定

め
る

区
域

か
ら

運
搬

す
る

場
合

は
、

表
面

密
度

限
度

に
つ

い
て

の
確

認
を

省
略

で
き
る

。
 

（
放

射
性
固

体
廃

棄
物

の
管

理
）

 

第
１

７
０
条

の
２

 
各

課
（

室
）

長
は

、
次

に
定

め
る

放
射

性
固

体
廃

棄
物

等
の

種
類

に
応

じ
て

、
そ

れ
ぞ

れ
定

め
ら

れ
た

処
理

を
施
し

た
上

で
、

当
該

の
廃

棄
施

設
等

に
貯

蔵
※

１
ま

た
は

保
管

す
る

。
 

（
中

略
）
 

５
．

各
課
（

室
）

長
は

、
管

理
区

域
外

に
放

射
性

固
体

廃
棄

物
を

運
搬

す
る

場
合

は
、

次
の

措
置

を
講

じ
、

運
搬

前
に

こ
れ

ら
の

措
置
の

実
施

状
況

を
確

認
す

る
。

 

(
1
)
 
法

令
に
適

合
す

る
容

器
に

封
入

し
て

運
搬

す
る

こ
と

。
た

だ
し

、
放
射

性
固

体
廃

棄
物

の
放

射
能

濃
度
が

法
令

に
定

め
る

限
度

を
超

え
な
い

場
合

で
あ

っ
て

、
法

令
に

定
め

る
障

害
防

止
の

措
置

を
講

じ
た

場
合

は
、
こ

の
限

り
で

な
い

。
 

(
2
)
 
容

器
等
の

車
両

へ
の

積
付

け
に

際
し

、
運

搬
中

に
移

動
、

転
倒

ま
た
は

転
落

を
防

止
す

る
措

置
を

講
じ
る

こ
と

。
 

(
3
)
 
法

令
に
定

め
る

危
険

物
と

混
載

し
な

い
こ

と
。
 

(
4
)
 
容

器
等
の

適
当

な
箇

所
に

法
令

に
定

め
る

標
識

を
付

け
る

こ
と

。
 

(
5
)
 
運

搬
経
路

に
標

識
を

設
け

る
こ

と
等

の
方

法
に

よ
り

、
関

係
者

以
外
の

者
お

よ
び

他
の

車
両

の
立

入
り
を

制
限

す
る

と
と

も
に

、
必

要
な
箇

所
に

見
張

人
を

配
置

す
る

こ
と

。
 

(
6
)
 
車

両
を
徐

行
さ

せ
る

こ
と

。
 

(
7
)
 
核

燃
料
物

質
等

の
取

扱
い

に
関

し
、

相
当

の
知

識
お

よ
び

経
験

を
有
す

る
者

を
同

行
さ

せ
、

保
安

の
た
め

に
必

要
な

監
督

を
行

わ
せ

る
こ
と

。
 

６
．

放
射
線

管
理

課
長

は
、

第
５

項
の

運
搬

に
お

い
て

、
運

搬
前

に
容

器
等

の
線

量
当

量
率

が
法

令
に

定
め

る
値

を
超

え
て

い
な

い
こ
と

、
お

よ
び

容
器

等
の

表
面

汚
染

密
度

が
法

令
に

定
め

る
表

面
密

度
限

度
の

１
０
分

の
１

を
超

え
て

い
な

い
こ
と

を
確

認
す

る
。

た
だ

し
、

第
１

７
８

条
第

１
項

（
１

）
に

定
め

る
区

域
か

ら
運
搬

す
る

場
合

は
、

表
面

汚
染
密

度
に

つ
い

て
の

確
認

を
省

略
で

き
る

。
 

７
．

放
射
線

管
理

課
長

は
、

各
課

（
室

）
長

が
管

理
区

域
内

で
第

１
７

８
条

第
１

項
（

１
）

に
定

め
る

区
域

に
放

射
性

固
体

廃
棄

物
を
移

動
す

る
場

合
は

、
容

器
等

の
表

面
汚

染
密

度
が

法
令

に
定

め
る

表
面

密
度

限
度
の

１
０

分
の

１
を

超
え

て
い
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

８
．

放
射
線

管
理

課
長

は
、

放
射

性
固

体
廃

棄
物

を
発

電
所

外
に

廃
棄

す
る

場
合

は
、

次
の

事
項

を
実

施
す

る
。
 

(
1
)
 
埋

設
す
る

放
射

性
固

体
廃

棄
物

に
関

す
る

記
録

を
作

成
し

、
発

電
所
外

の
廃

棄
に

関
す

る
措

置
の

実
施
状

況
を

確
認

す
る

。
 

(
2
)
 
発

電
所
外

の
廃

棄
施

設
の

廃
棄

事
業

者
へ

埋
設

す
る

放
射

性
固

体
廃
棄

物
に

関
す

る
記

録
を

引
き

渡
す

。
 

(
3
)
 
放

射
性
固

体
廃

棄
物

を
発

電
所

外
に

廃
棄

す
る

に
あ

た
っ

て
、

所
長
の

承
認

を
得

る
。
 

９
．

放
射
線

管
理

課
長

は
、

発
電

所
外

に
放

射
性

固
体

廃
棄

物
を

運
搬

す
る

場
合

は
、

所
長

の
承

認
を

得
る

。
 

１
０

．
放
射

線
管

理
課

長
は

、
運

搬
前

に
次

の
事

項
を

確
認

す
る

。
 

(
1
)
 
法

令
に
適

合
す

る
容

器
に

封
入

さ
れ

て
い

る
こ

と
。

 

(
2
)
 
法

令
に
定

め
る

書
類

お
よ

び
物

品
以

外
の

も
の

が
収

納
さ

れ
て

い
な
い

こ
と

。
 

１
１

．
放
射

線
管

理
課

長
は

、
運

搬
前

に
容

器
等

の
線

量
当

量
率

が
法

令
に

定
め

る
値

を
超

え
て

い
な

い
こ

と
、

お
よ

び
容

器
等

の
表
面

汚
染

密
度

が
法

令
に

定
め

る
表

面
密

度
限

度
を

超
え

て
い

な
い

こ
と

を
確

認
す
る

。
た

だ
し

、
第

１
７

８
条
第

１
項

（
１

）
に

定
め

る
区

域
か

ら
運

搬
す

る
場

合
は

、
表

面
汚

染
密

度
に

つ
い
て

の
確

認
を

省
略

で
き

る
。
 

                            記
載
の
適

正
化
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大
飯

発
電
所

原
子
炉
施
設

保
安
規

定
変
更
前
後

比
較
表

（
第
 
 
次

改
正
）
 

変
更

前
 

変
更

後
 

理
 

由
 

（
事
故

由
来

放
射

性
物

質
の

降
下

物
の
影

響
確
認

）
 

第
１
７

２
条
 
放

射
線

管
理

課
長

は
、
原

子
炉
等

規
制

法
お

よ
び

電
気

事
業

法
に

基
づ
く

工
事
計

画
（
変

更
）

認
可

申
請

書
に

記
載

さ
れ

て
い

る
設
備

・
機
器

等
（

以
下

、
本

条
に

お
い

て
「

設
備
・

機
器
等

」
と
い

う
。
）
に
つ

い

て
、

東
京

電
力

株
式

会
社

福
島
第

一
原
子

力
発

電
所

事
故

由
来

の
放

射
性

物
質
の

降
下
物

（
以
下

、
本

条
に

お
い

て
「

降
下

物
」

と
い

う
。）

の
影

響
の
有

無
を
確

認
す
る

場
合

は
、

適
切

な
測

定
方

法
に

よ
り
、

降
下
物

の
分
布

調

査
を

行
う

。
 

２
．
各

課
（

室
）

長
は

、
第

１
項

の
確
認

の
結
果

、
理

論
検

出
限

界
曲

線
の

検
出

限
界
値

未
満
で

な
か
っ

た
場

合
、

設
備

・
機

器
等

を
廃

棄
ま

た
は
資

源
と
し

て
有

効
利

用
し

よ
う

と
す

る
際

に
は
、

降
下
物

に
よ
り

汚
染

さ
れ

た
も

の
と

し
て

発
電

所
内

で
適

切
に
管

理
す
る

。
 

 

（
事

故
由

来
放

射
性
物
質

の
降
下

物
の
影

響
確

認
）
 

第
１

７
２

条
 
放

射
線
管

理
課
長

は
、
原

子
炉

等
規

制
法

お
よ

び
電

気
事

業
法
に

基
づ
く

設
計

お
よ

び
工

事
計
画

（
変

更
）

認
可
申

請
書
に

記
載
さ

れ
て

い
る

設
備

・
機

器
等
（
以

下
、
本

条
に
お

い
て

「
設

備
・

機
器

等
」

と
い

う
。）

に
つ

い
て

、
東

京
電
力
株

式
会
社

福
島
第

一
原

子
力

発
電

所
事

故
由
来
の

放
射
性

物
質
の

降
下

物
（

以
下
、

本
条

に
お

い
て
「

降
下
物

」
と
い

う
。
）
の
影

響
の
有

無
を

確
認

す
る

場
合
は
、

適
切
な

測
定
方

法
に

よ
り

、
降
下

物
の

分
布

調
査
を

行
う
。
 

２
．

各
課

（
室

）
長
は
、

第
１
項

の
確
認

の
結

果
、

理
論

検
出

限
界

曲
線

の
検
出

限
界
値

未
満

で
な

か
っ

た
場

合
、

設
備

・
機

器
等
を

廃
棄
ま

た
は
資

源
と

し
て

有
効

利
用

し
よ
う
と

す
る
際

に
は
、

降
下

物
に

よ
り

汚
染

さ
れ

た
も

の
と

し
て

発
電
所

内
で
適

切
に
管

理
す

る
。
 

                                        

 記
載
の
適

正
化
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大
飯

発
電
所

原
子
炉
施

設
保
安
規

定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次

改
正
）
 

変  更  前 

（
外

部
放

射
線
に

係
る
線

量
当
量

率
等
の

測
定

）
 

第
１

８
６

条
 
放

射
線
管

理
課
長

は
、
管
理

区
域
内

、
周
辺

監
視

区
域
境

界
付
近
（

測
定
場

所
は

図
１
８

６
に
定

め
る

。）
に
お

い
て
、
表

１
８
６

－
１
お

よ
び

表
１
８

６
－
３

（
第

１
７

８
条
第

１
項
（
２

）
の

区
域
内

に
設
定

し
た
汚

染
の
お

そ
れ
の

な
い
管

理
区
域

内
に
限

る
）
に

定
め

る
外
部

放
射

線
に

係
る
線

量
当
量

率
等
の

項
目
に

つ
い
て

、
同

表
に

定
め

る
頻
度

で
測
定

す
る
。

た
だ
し

、
人
の

立
ち
入

れ
な
い

措
置
を

講
じ
た

管
理
区

域
に
つ

い
て
は

、
こ
の

限
り
で

な
い

。
 

（
中

略
）
 

 

変  更  後 

（
外

部
放

射
線
に

係
る
線

量
当
量

率
等
の

測
定

）
 

第
１

８
６

条
 
放

射
線
管

理
課
長

は
、
管
理

区
域
内

、
周
辺

監
視

区
域
境

界
付
近
（

測
定
場

所
は

図
１
８

６
に
定

め
る

。）
に
お

い
て
、
表

１
８
６

－
１
お

よ
び

表
１
８

６
－
３

（
第

１
７

８
条
第

１
項
（
２

）
の

区
域
内

に
設
定

し
た
汚

染
の
お

そ
れ
の

な
い
管

理
区
域

内
に
限

る
）
に

定
め

る
外
部

放
射

線
に

係
る
線

量
当
量

率
等
の

項
目
に

つ
い
て

、
同

表
に

定
め

る
頻
度

で
測
定

す
る
。

た
だ
し

、
人
の

立
ち
入

れ
な
い

措
置
を

講
じ
た

管
理
区

域
に
つ

い
て
は

、
こ
の

限
り
で

な
い

。
 

（
中

略
）
 

 

理 由 

・
モ

ニ
タ

リ
ン
グ

ポ
ス
ト

、
モ
ニ

タ
リ
ン

グ
ス
テ

ー
シ
ョ

ン
及
び

モ
ニ
タ

ポ
イ
ン

ト
の
設

備
更
新

に
伴
う

変
更
 

・
環

境
放

射
能
用

計
測
器

（
積
算

線
量
計

測
定
装

置
）
の

設
備
更

新
に
伴

う
変
更
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大
飯

発
電
所

原
子
炉
施
設

保
安
規

定
変
更
前
後

比
較
表

（
第
 
 
次

改
正
）
 

 

変
更

前
 

変
更

後
 

理
 

由
 

（
放
射

線
計

測
器

類
の

管
理

）
 

第
１
８

７
条
 
放

射
線

管
理

課
長

お
よ
び

計
装
保

修
課

長
は
、
表

１
８
７

に
定
め

る
放
射

線
計

測
器

類
に

つ
い

て
、
同

表
に

定
め

る
数

量
を
確
保

す
る
。
ま

た
、
定

期
的

に
点

検
を
実
施

し
、
機

能
維

持
を

図
る
。
た

だ
し
、
故

障
等

に
よ

り
使

用
不

能
と

な
っ
た
場

合
は
、

修
理
ま

た
は

代
替

品
を

補
充

す
る

。
 

２
．
環

境
モ
ニ

タ
リ

ン
グ
セ

ン
タ

ー
所
長

は
、
表

１
８

７
に

定
め

る
放

射
線
計
測

器
類
に

つ
い
て

、
同

表
に
定

め
る
数

量
を

確
保

す
る
。
ま

た
、
定
期
的

に
点

検
を

実
施

し
、
機
能

維
持

を
図

る
。
た
だ
し
、
故

障
等
に

よ
り
使

用
不
能

と

な
っ

た
場

合
は

、
修
理
ま

た
は
代

替
品
を

補
充

す
る

。
 

 表
１
８

７
 

分
 
 
類
 

計
測

器
種

類
 

担
 
 
当
 

数
量
 

被
ば
く
管

理
用
 

計
測
器
 

ホ
ー

ル
ボ

デ
ィ

カ
ウ

ン
タ
 

放
射

線
管

理
課
長
 

１
台

※
１
 

放
射
線
管

理
用
 

計
測
器
 

線
量

当
量

率
測

定
用
 

サ
ー

ベ
イ

メ
ー
タ
 

放
射

線
管

理
課
長
 

５
台

※
１
 

汚
染

密
度

測
定
用
 

サ
ー

ベ
イ

メ
ー
タ
 

４
台

※
１
 

退
出

モ
ニ

タ
 

３
台
 

試
料

放
射

能
測

定
装

置
 

３
台

※
１

※
２
 

積
算

線
量

計
 

１
式

※
１
 

放
射
線
監

視
用
 

計
測
器
 

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

ポ
ス

ト
 

放
射

線
管

理
課
長
 

５
台

※
１
 

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

ス
テ

－
シ

ョ
ン
 

１
台

※
１
 

エ
リ

ア
モ

ニ
タ
 

計
装

保
修

課
長
 

５
台
 

環
境
放
射

能
用
 

計
測
器
 

試
料

放
射

能
測

定
装

置
 

環
境
モ

ニ
タ

リ
ン
グ

セ
ン
タ
ー

所
長
 

１
台

※
３
 

積
算

線
量

計
 

測
定

装
置
 

１
台

※
３
 

※
１
：

１
号

、
２

号
、

３
号

お
よ

び
４
号

炉
共
用
 

※
２
：

１
台

は
表

１
７

５
の

試
料

放
射
能

測
定
装

置
と

共
用
 

※
３
：

環
境

放
射

能
用

計
測

器
は

、
美
浜

発
電
所

、
高

浜
発

電
所

と
共
用
 

 

（
放

射
線

計
測

器
類
の
管

理
）
 

第
１

８
７

条
 
放

射
線
管

理
課
長

お
よ
び

計
装

保
修

課
長

は
、
表

１
８
７

に
定

め
る

放
射

線
計

測
器

類
に

つ
い
て

、
同

表
に
定
め

る
数
量

を
確
保

す
る
。
ま

た
、
定

期
的

に
点

検
を

実
施

し
、
機
能

維
持

を
図

る
。
た

だ
し
、
故
障

等
に
よ

り
使
用
不

能
と
な

っ
た
場

合
は

、
修

理
ま

た
は

代
替

品
を

補
充
す

る
。
 

２
．
環
境
モ

ニ
タ
リ

ン
グ
セ

ン
タ

ー
所

長
は
、
表

１
８
７
に

定
め

る
放
射

線
計
測

器
類

に
つ

い
て
、
同
表
に

定
め
る

数

量
を
確
保

す
る
。
ま

た
、
定

期
的

に
点
検

を
実
施

し
、
機
能

維
持

を
図
る
。
た

だ
し
、
故
障

等
に

よ
り
使

用
不
能

と

な
っ
た
場

合
は
、

修
理
ま

た
は

代
替

品
を

補
充

す
る

。
 

 表
１

８
７
 

分
 
 
類
 

計
測

器
種

類
 

担
 
 
当
 

数
量
 

被
ば

く
管

理
用
 

計
測

器
 

ホ
ー

ル
ボ

デ
ィ
カ

ウ
ン

タ
 

放
射
線
管

理
課
長
 

１
台

※
１
 

放
射

線
管

理
用
 

計
測

器
 

線
量

当
量

率
測
定

用
 

サ
ー

ベ
イ

メ
ー
タ
 

放
射

線
管

理
課
長
 

５
台

※
１
 

汚
染

密
度

測
定
用
 

サ
ー

ベ
イ

メ
ー
タ
 

４
台

※
１
 

退
出

モ
ニ

タ
 

３
台
 

試
料

放
射

能
測
定

装
置
 

３
台

※
１

※
２
 

積
算

線
量

計
 

１
式

※
１
 

放
射

線
監

視
用
 

計
測

器
 

モ
ニ

タ
リ

ン
グ
ポ

ス
ト
 

放
射

線
管

理
課
長
 

５
台

※
１
 

モ
ニ

タ
リ

ン
グ
ス

テ
－
シ

ョ
ン
 

１
台

※
１
 

エ
リ

ア
モ

ニ
タ
 

計
装
保
修

課
長
 

５
台
 

環
境

放
射

能
用
 

計
測

器
 

試
料

放
射

能
測
定

装
置
 

環
境

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

セ
ン

タ
ー

所
長
 

１
台

※
３
 

積
算

線
量

計
 

 
１

式
 

※
１

：
１

号
、

２
号
、
３

号
お
よ

び
４
号

炉
共

用
 

※
２

：
１

台
は

表
１
７
５

の
試
料

放
射
能

測
定

装
置

と
共

用
 

※
３

：
美

浜
発

電
所
、
高

浜
発
電

所
と
共

用
 

 

 

                        環
境

放
射

能
用

計
測

器
（

積
算
線

量
計

測
定

装
置

）
の

設
備

更
新

に
伴
う

変
更
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大
飯

発
電
所

原
子
炉
施
設

保
安
規

定
変
更
前
後

比
較
表

（
第
 
 
次

改
正
）
 

 

変
更

前
 

変
更

後
 

理
 

由
 

                                           

附
 

則
（

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 
日

 
平

成
２

６
原

安
管

通
達
第

４
号

－
 

 
）
 

（
施

行
期

日
）
 

第
 

１
 

条
 

こ
の

通
達

は
、

 
 
 

 
年

 
月

 
 

日
か

ら
施
行

す
る

。
 

２
．
こ
の

通
達

の
う

ち
、
次

の
各

号
に

示
す

規
定

に
つ

い
て

は
、
原

子
力

規
制

委
員

会
に

よ
る
認

可
の

後
、
２

０

２
１

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
こ

と
と
し

、
そ

れ
ま

で
の

間
、

な
お

、
従
前

の
例

に
よ

る
。

 

（
１

）
第

１
１

９
条
（

外
部

放
射

線
に

係
る

線
量

当
量

率
等

の
測

定
）
図

１
１

９
に

示
す

空
気
吸

収
線

量
（

積
算

線
量

計
）

の
位

置
お

よ
び

凡
例

の
う
ち

、
空

気
吸

収
線

量
（

積
算

線
量
計

）
 

（
２

）
第

１
２

０
条
（

放
射

線
計

測
器

類
の

管
理

）
表

１
２

０
の

う
ち

、
環

境
放

射
能
用

計
測
器

の
積

算
線

量
計

一
式

 

（
３

）
第

１
８

６
条
（

外
部

放
射

線
に

係
る

線
量

当
量

率
等

の
測

定
）
図

１
８

６
に

示
す

空
気
吸

収
線

量
（

積
算

線
量

計
）

の
位

置
お

よ
び

凡
例

の
う
ち

、
空

気
吸

収
線

量
（

積
算

線
量
計

）
 

（
４

）
第

１
８

７
条
（

放
射

線
計

測
器

類
の

管
理

）
表

１
８

７
の

う
ち

、
環

境
放

射
能
用

計
測
器

の
積

算
線

量
計

一
式

 

３
．
こ
の

通
達

の
う

ち
、
次

の
各

号
に

示
す

規
定

に
つ

い
て

は
、
原

子
力

規
制

委
員

会
に

よ
る
認

可
の

後
、
モ

ニ

タ
リ

ン
グ

ポ
ス

ト
お

よ
び

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

ス
テ

ー
シ
ョ

ン
移

設
に

伴
う

設
置

確
認

に
係
る

検
査

後
か

ら
施
行

す
る

こ
と

と
し

、
そ

れ
ま

で
の

間
、

な
お
、

従
前

の
例

に
よ

る
。

 

（
１

）
第

１
１

９
条
（

外
部

放
射

線
に

係
る

線
量

当
量

率
等

の
測

定
）
図

１
１

９
に

示
す

Ｎ
ｏ
．
５
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
ポ

ス
ト

お
よ

び
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
ス
テ

ー
シ

ョ
ン

の
位

置
 

（
２

）
第

１
８

６
条
（

外
部

放
射

線
に

係
る

線
量

当
量

率
等

の
測

定
）
図

１
８

６
に

示
す

Ｎ
ｏ
．
５
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
ポ

ス
ト

お
よ

び
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
ス
テ

ー
シ

ョ
ン

の
位

置
 

 

こ
の

規
定

は
、
原

子
力

規
制
委

員
会
の

認
可

を
受

け
た

日
を

改
正

日
と

す
る

。
 

 こ
の

規
定

は
、
原

子
力

規
制
委

員
会
の

認
可

を
受

け
た

日
よ

り
起

算
し

、
１

０

日
を

超
え

な
い

範
囲

で
施

行
す

る
。
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添付資料 

 

１．環境放射能用計測器（積算線量計測定装置）の設備更新に伴う変更に

ついて 
２．モニタリングポスト、モニタリングステーション及びモニタポイントの

設備更新に伴う変更について 

  

 

14



 

 

 

添付資料１ 

 

環境放射能用計測器（積算線量計測定装置）の設備更新に伴う変更について 

 

周辺監視区域境界付近の空気吸収線量を測定している熱蛍光線量計の製造中止に伴い、

メンテナンス性向上等の観点から積算線量計に設備更新する。 

これに対応するため、環境放射能用計測器に係る以下の保安規定条文を変更する。 

 

（変更） 

・第１１９条（外部放射線に係る線量当量率等の測定） 

・第１２０条（放射線計測器類の管理） 

・第１８６条（外部放射線に係る線量当量率等の測定） 

・第１８７条（放射線計測器類の管理） 

 

 

以 上 
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添付資料２ 

 

モニタリングポスト、モニタリングステーション及びモニタポイントの 

設備更新に伴う変更について 

 

大飯発電所のモニタリングポスト、モニタリングステーション及びモニタポイン

トの設備更新に伴い、移設を実施する。その際、現行設備の近傍に移設することを

基本とするが、Ｎｏ．５モニタリングポスト及びモニタリングステーションについ

ては、設備設置場所の作業性やアクセス性向上を考慮した場所に移設するため、関

連する記載を変更する。 

また、空気吸収線量を測定している積算線量計を設置するモニタポイントについ

ては、現行のモニタリングステーションの近傍に設置されていることから、モニタ

リングステーションの設備更新に合わせて移設を行う。 

これに対応するため、モニタリングポスト、モニタリングステーション及びモニタ

ポイントに係る以下の保安規定条文を変更する。 

 

（変更） 

・第１１９条（外部放射線に係る線量当量率等の測定） 

・第１８６条（外部放射線に係る線量当量率等の測定） 

 

 

以 上 
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